
事業者の皆様へ 

労働者死傷病報告の適切な提出にあたってのお願い 

 

 

労働者死傷病報告とは 

 事業者は、労働者が労働災害 （あるいは事業場内での災害） で死亡又は休業した場合には、遅

滞なく、所轄の労働基準監督署に 「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。 

 「労働者死傷病報告」には、2 種類の様式があり、死亡又は休業見込み日数が 4 日以上の場合は 

「様式第 23 号」で 、また、休業見込み日数が 1 日から 3 日の場合は 「様式第 24 号」で提出いただ

きます。 

 なお、「労働者死傷病報告」は、労災保険の使用の有無に関わらず提出する必要があります。 

労働者死傷病報告の提出時期について 

 前述のとおり、死亡又は休業見込み日数が 4 日以上の場合の労働者死傷病報告 （様式第 23 号） 

は、遅滞なく(災害の発生から概ね 2 週間以内)に所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

（労働安全衛生法第 100条、労働安全衛生規則第 97条）。 

 しかしながら、本年 6 月末日までに当署あてに提出された労働者死傷病報告 126 件のうち 23 件

（18.3％）は災害発生から 1か月以上も遅延していたことから、「遅延理由書」の提出を求める等、何ら

かの行政指導をさせていただいております。 

また、労働者死傷病報告の提出が遅延した場合、労働基準監督機関が労働災害発生原因等を正

確に把握できず、災害が発生した事業場に対し、再発防止対策の確立を迅速に指導することができ

ないばかりでなく、当該報告書が故意に提出されなかった場合等はいわゆる「労災かくし」事案として

犯罪捜査をする場合がありますのでご留意願います。 

 なお、休業見込み日数が 1日から 3日の場合の労働者死傷病報告 （様式第 24号） については、

四半期ごとの報告（1月から 3月発生分は 4月末日まで、4月から 6月発生分は 7月末日まで、7月

から 9月発生分は 10月末日まで、10月から 12月発生分は翌年の 1月末日まで）となります。 

 おって、当該報告書の提出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、

積極的に「電子申請」等をご活用下さいますようお願いいたします。 

労働者死傷病報告はどうやって作成すればいいの？ 

 労働者死傷病報告は、定められた様式

（OCR 式帳票）を用いて作成する必要が

あります。 

 専用の様式は当署で配布しているほか、

「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳

票印刷に係る入力支援サービス」により、

インターネット上で簡単に入力し、作成し

た帳票を印刷することができます。  
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/ 

諫早労働基準監督署 

令 和 2 年 7 月 

https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当部署   諫早労働基準監督署 安全衛生課 （中川又は江崎）  電話 ０９５７－２６－３３１０ 

記入例 

4 2 0 1 5 2 1 3 6 5 4 0 0 0 小売業 

労 働 売 販 料 食 式 株 社 会 

ロ ド ウ ク ョ シ ウ ハ ウ ョ リ イ バ ン シ ブ カ ャ シ イ ガ キ 

諫早市栄田町○-○ 0957   ×× ▲▲▲▲ 
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安 全 一 専

門 

ア セ ン ゼ ン チ イ ン 

○ 

○ 

○ 

8 

1 

42 

販売員 

腰 店内 打撲 

 スーパーの惣菜売り場横のスイングドアにて、 

 作業場より売り場に出ようとしたところ、売り場の 

 床が水で濡れていたため、足を滑らせ転倒した。 

 【原因】 

  ・売り場の床が水で濡れていたが、拭き取られ 

 ていなかったこと。 

  ・作業場の出口に、靴に付着した水滴を拭き取 

 るためのマット等が設置されていなかったこと。 

 事務 労働 一男 

令和２ １２ ４ 

諫早 

労働食料販売株式会社 

代表取締役 労働 太郎 印 

法人ではなく、事業場全体

の労働者数を記入する 

提出時点の休業見込み

日数を必ず記入する。 

1 カ月未満は 0 (ゼロ)

と記入する。 

図・写真等の紙を直接用紙

に貼り付けることは不可。 


